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国立大学法人三重大学事業報告書

「Ⅰ はじめに」

平成16年度からの法人化への移行に伴い、中期目標・中期計画の実現に取り組むため

の種々の戦略的・機動的体制の基盤整備と中期計画に沿った諸取組が18年度までにほぼ

実施され、19年度にはその成果の上にさらなるチャレンジが進展した。その過程で、新

たなる制度的基盤の整備や実施体制強化の必要性が認識されることによって、中期目標

・中期計画の達成に向けての諸課題把握の実質的深化がなされ、20・21事業年度におけ

る取組課題が明確化してきた。以下は、平成16～19事業年度における戦略的・機動的運

営体制のための基盤整備と、その上に展開された主要な取組の概要である。

１．業務運営の改善及び効率化

(1)学長のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの下､全学でPDCAｻｲｸﾙを回すため､17年度に「学内全部署でPDCAｻｲｸﾙ

を回すｼｽﾃﾑの確立について」を申し合わせ､教育職員・一般職員・幹部職員の別に､そ

れぞれに目標チャレンジ活動を展開した。教員個人評価による教育・研究の活性化､

一般職員・幹部職員による業務改善活動の発展が見られ､19年度までに目標チャレン

ジ活動が全学的に定着し､成果を生み出しつつある。

(2)学長のリーダーシップ体制強化のため、19年度には学長補佐を更に増員して大学運

営の戦略的推進を図るとともに、産学官連携など、主として地域との連携強化を担当

する特命学長補佐を名誉教授から任命し、本学の重要な任務である地域貢献を推進す

る体制を整備した。

(3)学生や保護者の期待に応えるための安全・危機管理体制の整備を着実に実施してき

た｡16～18年度にかけて安全対策および防災に関する各種のﾏﾆｭｱﾙを作成し､教職員･学

生に配布して啓発活動を行い､19年度には､災害対策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室の主導により､巨大地

震発生を想定した｢図上検討会｣を年３回､災害対策本部の機能訓練として実施するな

ど､安全・危機管理体制を強化した。

(4)内部監査体制の強化・充実を図るため、18年４月には、総務部監査室を学長直轄の

「監査チーム」に格上げし、専任職員３名を置き、本学監事とともに、定期的に全て

の業務を監査し、役員会に報告書を提出して業務の改善に資することとした。

２．財務内容の改善

(1)学長のリーダーシップによる戦略的人員配置を進めるため、18年度には 「平成21、

年度までの人員・人件費管理計画」を策定した。

(2)外部資金の獲得状況については、16年度以降、科学研究費・共同研究等の競争的外

部資金獲得総額が順調に増加している。

(3)経費節減も目標チャレンジ活動による業務改善の主要な項目で、これらの取組によ

り19年度までに節減効果(対前年度比一般管理費全体94,367千円(7.1%減))が上がっ

た。経費節減と平行して自己収入の増大策も講じられており、19年度には、16年度実

績に比べ、9,366千円､31％の増収が図られた。

３．自己点検・評価及び情報の提供

(1)17年度に学外有識者による外部評価を受け、ウェブページ上に公開すると共に、指

摘された点の改善を進めた。19年度には大学評価・学位授与機構による認証評価を受

審し、評価基準を満たしているとの評価を受けた。

(2)大学情報はHP上で開示されているが 16年度創刊の 三重大X(えっくす) をはじめ､、 「 」

｢ウェーブ三重大｣､｢ﾌﾗｯｼｭﾆｭｰｽ｣などの広報誌や学生が編集する「MIU」等も刊行して

いる。18年度には、保護者や地域住民に向けたメールマガジンを創刊するなど､法人

化以降､大学情報の社会への提供を積極的に取り組んだ。
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４．その他の業務運営に関する重要事項

(1)16年度以来 「キャンパス清掃」等により、キャンパスの美化及び環境改善活動を、

継続して実施してきた。また、環境の国際基準化を目指して、18年度には環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄﾏﾆｭｱﾙを作成し、それに基づくﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの運営を開始し、19年度にISO14001の認

証取得を果たした。

５．教育に関する活動状況

(1)高等教育創造開発センター(HEDC)では、e-ラーニングを駆使したPBL（Problem-basedもし

くはProject-based Learning)教育の導入について、平成17年度の試行、18年度の本

格実施を計画・実施した。このPBL教育は、能動的な学習力の向上を図る教育指導方

法であり、教育目標の「４つの力」(考える力・感じる力・生きる力・ｺﾐｭﾆｹｼｮﾝ力)を

効果的、包括的に育成する上で、極めて有効なものである。国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑやﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

を含めた全学的なFDを毎年複数回実施するとともに、共通教育及び学部教育の課題に

応じたFDを継続的に実施した後に、全学に本格的に導入した。

「 」 、(2)本学の教育において育成しようとする ４つの力 をどのように測定し評価するか

という課題にHEDCが取組み、４つの力の客観的な評価法の開発に取り組んでいる。ま

た、実践英語教育の一環としてのTOEICの活用、工学部・生物資源学部におけるJABEE

の受審、医学部におけるCBTやOSCEの実施など、PBL教育とならんで、国際基準を満た

す教育法や評価法を積極的に導入している。

(3)平成16年度から、創意に溢れた教育プロジェクトを組織的に支援する「三重大学教

育GP」を実施してきた。それらの土壌の上に、競争的教育プログラムに対しても積極

的に応募を行い、知財や教育実地研究などの2件の現代ＧＰ、医師養成に関わる2件の

特色ＧＰ、大学院レベルでの医療人育成や技術者育成に関わる７件の競争的教育プロ

グラムが採択されるなど、本学の教育改善の企画及び成果は高い評価を受けている。

(4)16年度以降 「学生なんでも相談室」などにより学修や学生生活全般にわたる相談、

体制の強化を図ってきたが、18年度には、修学・就職・生活・健康等の支援を総合的

かつきめ細かに実施するため 「学生なんでも相談室 「保健管理センター 「キャ、 」、 」、

リア支援センター」の３施設を統合した「学生総合支援センター」を設置して学生支

援体制を強化した。

(5)キャリア支援センターでは、17年度から共通教育でキャリア教育に関する科目を開

講し(2科目)、年度毎に増加させ(19年度は15科目)ると共に、就職ガイダンスを19年

度には年間41回、インターンシップ説明会も継続的に開催し、インターンシップ参加

学生は、16年度の52名から193名まで増加する成果を生んだ。

(6)学内に約170カ所のアクセスポイント(基地局)を設置し、学内外のどこでもネットワ

ークにアクセス可能とする学内無線LAN環境を整備した。これにより、教育・研究環

境が大幅に改善された。

６．研究に関する活動状況

(1)世界トップレベルの研究拠点の形成のために、16年度から「三重大学COE」として、

①三重大学が世界に誇れる世界トップレベルの研究拠点、②学部として育てたい国内

トップレベルの研究、③学部として育てたい若手研究を実施している。選定された各

テーマには戦略的に研究費を配分し、それぞれ中間評価等を行い、進捗状況を評価・

検証した。これらの取組により、学術論文数や外部資金の獲得など組織全体として研

究活動の活性化が図られた。

(2)外部資金の獲得状況については、科学研究費が16年度の水準を維持しており、共同

研究・奨学寄付金については大幅に伸びている。

(3)三重県の地域振興ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄである､文部科学省都市ｴﾘｱ産業連携促進事業､JST地域結

集型共同事業､JST重点地域研究開発推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等の大型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにも積極的に関わ

っている｡また､県内自治体の地域振興に寄与するため､製造業の中心である四日市市

に企業とのｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ活動の拠点を形成したほか、関西圏との中間地点である伊賀市と

の共同で「三重大学伊賀研究拠点」の開設を決定し、研究成果の地域還元を行ってい
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る。

(4)三重県内の企業等を対象とした共同研究に重点的に取り組み､その結果､特に､中小企

業を対象とした共同研究は､件数において全国でもﾄｯﾌﾟｸﾗ ｽに位置している。また､み

えﾒﾃﾞｨｶﾙﾊﾞﾚｰ事業に対しては､日経ﾊﾞｲｵｸﾗｽﾀｰﾗﾝｷﾝｸﾞで４位となり､全国的にも高い評

価を得ている。

７．その他の活動状況

(1)社会との連携

四日市フロントに続いて、伊賀市に教育研究拠点を開設することとなった。また、

三重県との連携による「みえアカデミックセミナー2007」や県内各地を会場とする文

化フォーラムなどの公開講座を数多く開設した。また、社会人の学び直し支援プログ

ラムによる工学研究科におけるMOTコースの開設、運営費交付金(特別教育研究経費)

による「地域再生支援事業」プロジェクトの推進など、多くの社会連携活動が実施さ

れた。

(2)国際交流

①タイのチェンマイ大学、中国の江蘇大学との３大学ｼﾞｮｲﾝﾄｾﾐﾅｰを1994年以来継続し

て開催し､毎年15名程度の学生を参加させて論文発表している｡18年度には、13回目を

本学で開催した。本セミナーを通じて国際的な人的ﾈｯﾄﾜｰｸが構築されており､18年度

に開始された天津師範大学とのﾀﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｸﾞﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとともに、アジア地域を重視し

た本学の国際交流戦略の柱となっている。

②優秀な海外留学生を増加させるため、入居可能な留学生の率を従来の約２倍の50％

、 。 、に引き上げるべく 19年度に留学生宿舎の新設を決定した(21年3月完成予定) また

留学生に対する奨学制度を新たに設けてその学生生活を支援すると共に、本学学生の

海外留学支援の制度も開始した。

(3)附属病院

16年度に「ＮＰＯ法人ＭＭＣ（Mie Medical Complex）卒後臨床研修 センター」を

関係機関等と設立し 三重県内の医師の技術 資質の向上を目指している また ｢み、 、 。 、

え医師バンク｣を立ち上げるなど、地域医療の充実にも取り組むとともに、19年度に

採択された治験拠点病院として 「臨床研究開発センター」と協同しながら、治験医、

療機能を充実させた。

(4)附属学校

従来からの公開研究会等による教育指導の研究活動や教育実習の充実とともに、国

際理解教育にも力を注ぎ、小学校と中学校が参加した｢国際教育推進ﾌﾟﾗﾝ｣(文部科学

省採択)において､絵文字を使った日韓の子供たちの交流活動を実施し､また、18年度

には天津師範大学附属中学校との交流を深めた。

８．19年度の重点的・成果の上がった取組

(1)文理融合型独立大学院の設置は法人化以来の課題であったが、19年度に入り、学長

、 、のリーダーシップの下 地域イノベーション学研究科設置の本格的な検討が開始され

19年度末にはほぼ構想が完成し、21年4月設置に向けて文部科学省と協議を行った。

(2)男女共同参画推進については、19年度に担当の学長補佐を置き、本格的な取組を開

始し、教職員に対するｱﾝｹｰﾄ調査、学内保育所の拡充の検討などを行った。また、こ

、 、のような活動の中 20年4月1日に工学部では初めての女性教員が誕生することとなり

高等教育創造開発センターでも女性教員１名が採用されることとなった。

９．学長のリーダーシップ・機動的戦略的な大学運営

(1)教育研究組織の見直しの基本的な方向性を示した「総合・自然科学院(仮称)」構想

が、学長から提案され、全学的に周知された。この構想は、文系・自然系の学部・研

「 」 、究科をそれぞれ統轄する組織としての 科学院 なる新しい概念を編み出したもので

今後の大学組織再編及び部局間連携の基本的な方向性を提案したものである。

(2)鈴鹿医療科学大学との協定締結は、本学が医学部を有し、相手方が20年度から薬学



4

部を開設することに着目しての、学長主導による機動的かつ戦略的な取組である。相

互に有無を通じ合って、研究教育の面での互恵関係を築き、地域社会における医療の

充実に資する目的を有する。

10．社会に開かれた大学運営

(1)三重県が中心となって進めるメディカルバレー構想・クリスタルバレー構想等に積

、 、 。 、極的に関わり 研究成果の地域還元を目標に 共同研究等を推進している 薬事産業

医療・福祉サービス産業、次世代ディスプレイ材料産業等の活性化に資する技術開発

研究が、本学教員主導で行われている。こうした取組により、四日市フロントを核と

した本学と民間企業等との研究推進事業、三重県の地方公共団体や地域企業との共同

研究・受託研究の件数は毎年150件以上の成果を上げている。特にみえメディカルバ

レーは18年度日経バイオクラスターランキング全国４位という評価を得た。また、伊

賀市と協定を締結し、共同で三重大学伊賀研究拠点を20年度中に開設すべく準備を進

めた。

(2)16年度以降、県下の高校のSSH事業、高校生対象の各種講座など全学的に実施してき

たが、19年度から高大連携授業も開始し、三重県教育委員会と「高大連携事業に関す

る協定」を締結し、大学の授業を開放して単位を認定するなど、高校との連携を更に

深化させた。

【全体的な状況のまとめ】

(1)目標チャレンジ活動は、単に事務的な業務運営の改善・効率化に有効であるのみな

らず、教育・研究や、社会貢献・国際交流など、大学運営全般の業務の質的発展にと

って重要な活動である。目標チャレンジ活動が年度を追うごとに次第に定着しつつあ

り、19年度までの中期目標・中期計画の達成、業務改善を裏から支えていることを特

に強調しておきたい。

(2)ステークホルダーの期待に応える、という目標も、16～19事業年度の諸取組の中に

通奏低音として流れており、学生に対する教育指導の充実や教育環境及び防災体制の

整備、保護者への大学情報の提供、知の拠点としての高校生を含む地域住民への各種

の知的サービス、等々、法人化以前に比較して、本学の姿勢が質的に大きく変化した

と自己評価できる。

(3)大学間連携(和歌山大学・鈴鹿医療科学大学等)、自治体との協定による連携事業、

企業等との共同研究の推進など、大学外の諸機関や事業所との連携・交流が法人化以

前に比べ、また年度を追うごとに強化されてきたことも、本学の在り方の変化として

特筆される。
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「Ⅱ 基本情報」

１．目標

、 。三重から世界へ：地域に根ざし 世界に誇れる独自性豊かな教育・研究成果を生み出す

～ 人と自然の調和・共生の中で ～

「人材大国 「科学技術創造立国」を目指す我が国において 「知の創造と継承」を」 、

担う大学の役割はますます重要化する一方で、我が国の社会経済情勢が悪化したことに

ともない、特に国立大学に対して種々の批判や要求が表面化するようになってきた。

このような社会的背景の中で選択されたのが、平成 年 月からの全国の国立大学法16 4
人化である。この大学法人化の基本的な視点としては、①個性豊かな大学づくりと国際

競争力ある教育研究の展開、②国民や社会への説明責任の重視と競争原理の導入、③経

営責任の明確化による機動的・戦略的な大学運営の実現、が掲げられている。

このような国立大学法人化への動きの中で、三重大学においても、三重大学独自の将

11 21来的な方針に関する継続的な検討が鋭意なされてきた 平成 年に発足した三重大学。

世紀委員会は三重大学の将来へ向けての基本方針について検討し、長時間にわたる議論

の末に平成 年に最終答申を三重大学に提出している。加えて平成 年には三重大学13 12
運営諮問会議が発足し、学外の有識者によって三重大学への種々の提言がなされてもい

る。さらに平成 年に発足した三重大学改革会議では、それまでの議論を踏まえなが13
ら将来構想への議論がさらに発展的に継続され、平成 年には「三重大学の理念・目13
的」が制定されるに至っている。

三重大学の理念・目的

〔基本理念〕

、 、 、「 」三重大学は 総合大学として 教育・研究の実績と伝統を踏まえ 人類福祉の増進

「自然の中での人類の共生 「地域社会の発展」に貢献できる「人材の育成と研究の創」

成」を目指し、学術文化の受発信拠点となるべく、切磋琢磨する。

〔目的〕

（１）教育

三重大学は「感じる力 「考える力 「生きる力」を躍動させる場として、社会の新」 」

しい進歩を促すと同時に他者に対する寛容と奉仕の心を併せもった感性豊かな人材を育

成する。

三重大学は課題探求心、問題解決能力、研究能力を育てるとともに、学際的・独創的

・総合的視野をもち、国際的にも活躍できる人材を育成する。

三重大学は、多様な学生を受け入れるための教育制度を構築するとともに、学生の心

身の健康を維持・増進させ、意欲的に修学できる学習環境を整備し、学生の個性を重ん

じた進路指導を実施することを目指す。

（２）研究

三重大学は、多様な独創的応用研究と基礎研究の充実を図り、さらに固有の領域を伝

承・発展させるとともに、総合科学や新しい萌芽的・国際的研究課題に鋭意取り組み、

研究成果を積極的に社会に還元する。

（３）社会貢献

三重大学は、教育と研究を通じて地域作りや地域発展に寄与するとともに、地域社会

との双方向の連携を推進する。

（４）情報化

三重大学は、学内における情報化はもとより、学術研究・地域連携・社会活動等の情

報を受発信し、グローバル社会における学術文化の起点となることを目指す。

（５）国際化

三重大学は、国際交流・国際協力の拡大と活性化を図るとともに国際的な課題の解決

に貢献できる人材を養成し、大学の国際化を目指す。
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（６）組織

三重大学は、審議・執行・評価の独自性を確立し、学長のリーダーシップの下に、速

やかな意志決定と行動を可能にする開かれた大学運営と体制の整備に努める。

以上の全学的な将来構想に立脚し、三重大学改革会議が中心となって「中期目標・中

期計画（案 」 を全学に提示するとともに、これに対して全学から提出された意見を）

この案に反映させるという作業を繰り返しながら、大学法人化後平成１６年度から２１

年度に適用される三重大学の「中期目標・中期計画」をとりまとめるに至った。

本来、目標は掲げるためだけではなく具現化するべきものである。そのためには、全

構成員が日常的にこれを共有していることがより効果的であろう。それゆえに、三重大

学の基本目標は、想起しやすいように余分な言葉を省いた短い文言で表現することを考

えた。その上で、この基本目標との整合性をとりながら、それを具現化するためのさま

ざまな目標及び計画が具体的に策定された。

平成１６年度から２１年度の期間における三重大学の基本目標は「三重から世界へ：

地域に根ざし世界に誇れる独自性豊かな教育・研究成果を生み出す。～人と自然の調和

」 「 」（ ） 。・共生の中で～ という 短い文章 ミッション・ステートメント にまとめられた

この基本目標は、本学の理想を表現したものであると同時に、本学の基本戦略をも表現

したものである。すなわち地域圏大学として地域の特性を生かした地域連携を深めると

同時に、世界に誇れる教育・研究活動を展開し、独自性によって本学のアイデンティテ

ィーを確立し、この地域の伝統である「人と自然の調和・共生」を大切にしよう、とい

うものである。

この三重大学の基本目標を具現化するという目的のために、全構成員が志を一つにし

て、三重大学は心熱き飽くなき挑戦を続ける。

２．業務内容

○教育

・ 感じる力 「考える力 「生きる力」の育成を主軸にしたカリキュラム改革及「 」、 」、

びＰＢＬチュートリアル教育の全学的展開を軸とした教育法の改革

・教育効果の組織的検証を含めた教育に関するＰＤＣＡサイクルの確立

・学生の学習支援・相談体制の整備

○研究

・特定領域における国内トップレベル、世界トップレベルの研究の推進

・学部・研究科を超えた学術的研究及び国内外の大学との共同研究の推進

・産官学連携による共同研究の拡充及び知的財産権取得の推進

○社会貢献

・研究成果を社会に還元し、地域住民の生涯学習や地域の活性化を支援

○国際交流

・研究における国際戦略の拠点形成

・教育におけるアジア・パシフィックの大学との共同プログラムの開発

・学内における教育の国際環境の整備

・アジア・アフリカ諸国への研究支援の充実

○病院

・患者様本位の医療

・病院の再開発への着手

・人材養成と地域への医師確保

・医療の地域貢献の推進

・戦略的病院経営の実現

・先端医療の推進と開発
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３．沿革

昭和２４年 ５月 三重大学（学芸学部、農学部）設置

昭和４１年 ４月 大学院農学研究科修士課程設置

昭和４４年 ４月 工学部設置

昭和４７年 ５月 医学部、水産学部設置（三重県立大学から移管）

昭和５０年 ４月 大学院医学研究科博士課程設置

昭和５３年 ４月 大学院工学研究科修士課程設置

昭和５８年 ４月 人文学部設置

昭和６２年１０月 生物資源学部設置

昭和６３年 ４月 大学院生物資源学研究科修士課程設置

平成 元年 ４月 大学院教育学研究科修士課程設置

平成 ３年 ４月 大学院生物資源学研究科博士課程設置

平成 ４年 ４月 大学院人文社会科学研究科修士課程設置

平成 ７年 ４月 大学院工学研究科博士課程設置

平成１３年 ４月 大学院医学研究科修士課程設置

平成１４年 ４月 大学院医学研究科を大学院医学系研究科へ名称変更

平成１６年 ４月 国立大学法人三重大学へ移行

４．設立根拠法

国立大学法人法（平成15年法律第112号）

５．主務大臣（主務省所管局課）

文部科学大臣（文部科学省高等教育局国立大学法人支援課）

６．組織図

三 監査チーム

事務局 総務部 総務チーム重

企画チーム大

人事チ－ム学

広報チーム

福利厚生チーム

財務部 財務チーム

出納チーム

管理チーム

調達チーム

学務部 教務チーム

学生サービスチーム

就職支援チーム

入試チーム

施設部 施設企画チーム

施設管理チーム

施設計画チーム

学術情報部 研究支援チーム

社会連携チーム
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情報図書館チーム

情報基盤チーム

国際交流チーム

学内共同 創造開発研究センター

機能ゲノミクス分野教育研究施設 生命科学研究支援ｾﾝﾀｰ

《施設》

遺伝子実験施設

動物実験施設 分析実験分野

機器分析施設

電子顕微鏡施設

アイソトープ遺伝 総合アイソトープ分野

子実験施設

アイソトープ医学

部実験施設

アイソトープ生物

資源学部実験施設

国際交流センター

総合情報処理センター

高等教育創造開発センター

保健管理センター

附属図書館

共通教育センター

学部 人文学部 文化学科 事務部

社会科学科

教育学部 学校教育教員養成課程

情報教育課程

生涯教育課程

人間発達科学課程

事務部附属教育実践総合ｾﾝﾀｰ

附属小学校

附属中学校

附属特別支援学校

附属幼稚園

医学部

医学科 医学部事務部

看護学科

総務課病院

附属病院 経営管理課事務部

医療ｻｰﾋﾞｽ課

工学部 機械工学科

電気電子工学科

事務部分子素材工学科

建築学科

情報工学科

物理工学科

生物資源学部 資源循環学科

事務部共生環境学科

生物圏生命科学科



9

附属紀伊・黒潮生命地域

フィールドサイエンスセ

ンター

事務室附帯施設農場

附帯施設演習林

附帯施設水産実験所

附属練習船勢水丸

大学院 人文社会科学研究科 地域文化論専攻

社会科学専攻（修士課程）

教育学研究科 学校教育専攻

障害児教育専攻（修士課程）

教科教育専攻

医学系研究科 医科学専攻

看護学専攻（修士課程）

医学系研究科 生命医科学専攻

（博士課程）

工学研究科 （博士前期） 機械工学専攻

電気電子工学専攻（博士課程）

分子素材工学専攻

建築学専攻

情報工学専攻

物理工学専攻

（博士後期） 材料科学専攻

システム工学専攻

生物資源学研究科 （博士前期） 資源循環学専攻

共生環境学専攻（博士課程）

生物圏生命科学専攻

（博士後期） 資源循環学専攻

共生環境学専攻

生物圏生命科学専攻

専攻科 知的障害教育専攻特別支援教育特別専攻科

別科 農業別科 農業専修

学内共同 環境保全センター

サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー利用施設

キャンパス・インキュベータ
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７．所在地

事務局他： 三重県津市栗真町屋町１５７７

教育学部附属小学校： 三重県津市観音寺町３５９

〃 附属中学校： 三重県津市観音寺町４７１

〃 附属特別支援学校： 三重県津市観音寺町４８４

〃 附属幼稚園： 三重県津市観音寺町５２３

医学部・医学部附属病院： 三重県津市江戸橋２丁目１７４

生物資源学部附属紀伊・黒潮

生命地域ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ： 三重県津市高野尾町２０７２－２

附帯施設農場： 〃

附帯施設演習林： 三重県津市美杉町川上２７３５

附帯施設水産実験所： 三重県志摩市志摩町和具４１９０－１７２

実習船基地： 三重県松阪市大口町字築地１８１９－１８

８．資本金の状況

１７ ４８５ １６２ ９７５円（全額 政府出資）, , ,

９．学生の状況（平成１９年５月１日現在）

総学生数 ７，５０３人
学士課程 ６，２１２人
修士課程 ９０２人
博士課程 ２８０人
専攻科 １５人
聴講生等 ９４人
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１０．役員の状況

役 職 氏 名 任 期 経 歴

学 長 豊田 長康 平成１６年４月 １日 本学医学部教授平成 3年12月

～平成２１年３月３１日 本学学長補佐平成14年 2月

理 事 東 晋次 平成１９年４月 １日 本学教育学部教授平成 4年 4月

( ～平成２１年３月３１日 本学評議員企画 ･評価 平成16年 4月

)担当

理 事 三浦 春政 平成１９年４月 １日 文部科学省研究振平成15年 7月

( ～平成２１年３月３１日 興局情報課長総務 ･財務

) 文部科学省生涯学担当 平成17年 4月

習政策局社会教育
課長
本学理事（事務局平成18年10月

局長）

理 事 野村 由司彦 平成１９年４月 １日 本学工学部教授平成 9年10月

( ) ～平成２１年３月３１日 本学大学院工学研教育担当 平成18年 4月

究科教授
本学学長補佐平成18年12月

理 事 奥村 克純 平成１９年４月 １日 本学生物資源学部平成16年 4月

( ) ～平成２１年３月３１日 教授研究担当

本学大学院生物資平成18年 4月

源学研究科教授
本学学長補佐平成18年12月

理 事 小林 英雄 平成１９年４月 １日 本学工学部教授平成10年 5月

( ～平成２１年３月３１日 本学大学院工学研情報･国際 平成18年 4月

) 究科教授交流担当

本学学長補佐平成18年12月

監 事 田中 義三 平成１８年４月 １日 愛知金属工業㈱平成11年 6月

( ～平成２０年３月３１日 取締役社長業務監査

) 愛知金属工業㈱担当 平成17年 6月

非常勤顧問

監 事 伊藤 哲 平成１８年４月 １日 公認会計士伊藤哲平成14年 8月

( ～平成２０年３月３１日 事務所開業会計監査

)担当

１１．教職員の状況（平成１９年５月１日現在）

教員 １，５４６人（うち常勤７４０人、非常勤８０６人）
職員 １，３６０人（うち常勤８３５人、非常勤５２５人）
（常勤教職員の状況）

常勤教職員は前年度比で１０人 ０ ６％ 増加しており 平均年齢は４４歳 前（ ． ） 、 （
年度４４歳）となっている。このうち、国からの出向者は１人、地方公共団体から
の出向者は７６人であるが、民間からの出向者はいない。
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「Ⅲ 財務諸表の概要」

（勘定科目の説明については、別紙「財務諸表の科目 （ ﾍﾟｰｼﾞ）を参照）」 25
（以下、記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している ）。

１．貸借対照表（ ）http://www.mie-u.ac.jp/links/public/

資産の部 金額（千円） 負債の部 金額（千円）

39,993,846 14,298,505固定資産 固定負債
39,560,485 6,560,350有形固定資産 資産見返負債
11,957,362 5,309,727土地 センター債務負担金
21,650,242 2,422,677建物 長期借入金等

4,095,345 5,749減価償却累計額等 △ 引当金
988,796 5,749構築物 退職給付引当金
389,170 9,774,733減価償却累計額等 △ 流動負債

9,567,868 567,974工具器具備品 運営費交付金債務
5,363,624 2,039,688減価償却累計額等 △ 寄附金債務
4,018,907 5,036,673図書 未払金
1,225,447 2,130,396その他の有形固定資産 その他の流動負債

433,360その他の固定資産
24,073,238負債合計

11,074,394流動資産
現金及び預金 純資産の部 金額（千円）8,364,102

2,464,692未収附属病院収入
182,704 17,485,162徴収不能引当金 △ 資本金
428,304 17,485,162その他の流動資産 政府出資金

5,070,200資本剰余金
4,439,639利益剰余金

26,995,002純資産合計

51,068,240 51,068,240資産合計 負債純資産合計

２．損益計算書（ ）http://www.mie-u.ac.jp/links/public/

金額（千円）

31,530,268経常費用（A）

30,011,965業務費
896,557教育経費

1,873,821研究経費
8,462,380診療経費

371,920教育研究支援経費
17,200,785人件費

1,206,499その他
1,237,048一般管理費

281,253財務費用
2雑損

32,801,019経常収益(B)

11,592,584運営費交付金収益
4,375,827学生納付金収益

13,711,592附属病院収益
3,121,015その他の収益

69,697臨時損益(C) △

72,203目的積立金取崩額(D)

1,273,257当期総利益（B-A+C+D）
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３．キャッシュ・フロー計算書（ ）http://www.mie-u.ac.jp/links/public/

金額（千円）

2,824,746Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー(A)

10,592,256原材料、商品またはｻｰﾋﾞｽの購入による支出 △
17,663,259人件費支出 △

1,238,914その他の業務支出 △
11,808,660運営費交付金収入

4,373,551学生納付金収入
13,618,531附属病院収入

2,518,434その他の業務収入等

21,829Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー(B) △

666,787Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー(C) △

Ⅳ資金に係る換算差額(D) －

2,136,129Ⅴ資金増加額（E=A+B+C+D）

5,089,973Ⅵ資金期首残高(F)

7,226,102Ⅶ資金期末残高（G=F+E）

４．国立大学法人等業務実施コスト計算書（ ）http://www.mie-u.ac.jp/links/public/

金額（千円）

11,312,484Ⅰ業務費用

31,645,703損益計算書上の費用
20,333,219（控除）自己収入等 △

（その他の国立大学法人等業務実施コスト）
1,088,802Ⅱ損益外減価償却相当額

8,605Ⅲ引当外賞与増加見積額
90,041Ⅳ引当外退職給付増加見積額 △

343,352Ⅴ機会費用
Ⅵ（控除）国庫納付額 －

12,663,203Ⅶ国立大学法人等業務実施コスト
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５．財務情報

(1) 財務諸表の概況

① 主要な財務データの分析（内訳・増減理由）

ア．貸借対照表関係

（資産合計）

（ ）（ 、平成１９年度末現在の資産合計は前年度比4,795,308千円 10.4％ 以下

特に断らない限り前年度比・合計）増の51,068,240千円となっている。

主な増加要因としては、建物が、改修工事等による増加により2,119,416千

円（10.9％）増の21,650,242千円となったこと、建設仮勘定が、建造中の練

習船等により1,144,624千円（2,938.6％）増の1,183,576千円となったこと、

現金及び預金が、病棟・診療棟整備事業等の財源として長期借入れを行った

ことにより2,170,129千円（35.0％）増の8,364,102千円となったことが挙げ

られる。

また、主な減少要因としては、建物が、減価償却等により 1,013,628千円

（32.9％）減の4,095,345千円となったことが挙げられる。

（負債合計）

平成１９年度末現在の負債合計は2,676,552千円（12.5％）増の24,073,238

千円となっている。主な増加要因としては、建設仮勘定見返施設費が、建造

（ ） 、中の練習船等により853,274千円 3,117.6％ 増の880,644千円となったこと

未払金が、３月完成の工事等の増により1,486,953千円（41.9％）増の

5,036,673千円となったこと、長期借入金（病棟・診療棟整備事業等の財源と

して借入れ）が1,023,063千円（110.0％）増の1,953,153千円となったことが

挙げられる。

また、主な減少要因としては財務・経営センター負担金が、償還により

882,084千円（12.6％）減の6,109,389千円になったことが挙げられる。

（純資産合計）

平成１９年度末現在の純資産合計は2,118,755千円（8.5％）増の

26,995,002千円となっている。主な増加要因としては、資本剰余金が固定資

産の取得により2,236,307千円（30.4％）増の9,588,889千円となったこと、

積立金が累積したことにより381,983千円（18.8％）増の2,414,442千円とな

ったことなどが挙げられる。

また、主な減少要因としては、減価償却等の見合いとして損益外減価償却

累計額等が1,088,361千円（31.7％）増の4,518,689千円となったことが挙げ

られる。

イ．損益計算書関係

（経常費用）

平成１９年度の経常費用は230,549千円（0.7％）増の31,530,268千円とな

っている。主な増加要因としては、研究経費が病態医科学研究棟、工学部校

舎改修等に伴い、506,850千円（37.1％）増の1,873,821千円となったこと、

受託研究費が受託研究等の受入れの増加に伴い、200,373千円（21.0％）増の

1,153,364千円となったことが挙げられる。

また、主な減少要因としては、前年度の医学部旧基礎校舎改修等により教

育経費が前年度比263,376千円（22.7％）減の896,557千円となったこと、退

職手当の減により人件費が前年度比160,592千円（0.9％）減の17,200,785千

円となったことが挙げられる。
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（経常収益）

平成１９年度の経常収益は494,745千円（1.5％）増の32,801,019千円とな

っている。

主な増加要因としては、附属病院収益が入院患者の在院日数の短縮と手術

件数の増加に伴う入院診療単価の増等により、521,155千円（4.0％）増の

13,711,592千円となったこと、受託研究等収益が、受託研究等の受入れの増

加に伴い、216,577千円（22.5％）増の1,179,661千円となったことが挙げら

れる。

また、主な減少要因としては、運営費交付金収益が、退職手当の減に伴い

収益化額が減少したことから、389,015千円（3.2％）減の11,592,584千円と

なったことが挙げられる。

（当期総利益）

上記経常損益の状況及び臨時損失として固定資産除却損等115,434千円、臨

時利益として徴収不能引当金戻入益等45,737千円、目的積立金を使用したこ

とによる目的積立金取崩額72,203千円を計上した結果、平成１９年度の当期

総利益は225,538千円（21.5％）増の1,273,257千円となっている。

ウ．キャッシュ・フロー計算書関係

（業務活動によるキャッシュ・フロー）

（ ）平成１９年度の業務活動によるキャッシュ・フローは672,932千円 19.2％

減の2,824,746千円となっている。

主な増加要因としては、附属病院収入が401,884千円（3.0％）増の

13,618,531千円となったことが挙げられる。

主な減少要因としては、原材料、商品またはサービスの購入による支出が

529,933千円（5.3％）増の10,592,256千円となったこと、人件費支出が

535,618千円（3.1％）増の17,663,259千円となったことが挙げられる。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（ ）平成１９年度の投資活動によるキャッシュ・フローは858,308千円 97.5％

増の△21,829千円となっている。

主な増加要因としては、施設費による収入が2,260,631千円（241.5％）増

の3,196,689千円となったことが挙げられる。

主な減少要因としては、有形固定資産の取得による支出が1,456,808千円

（87.1％）増の3,129,196千円となったことが挙げられる。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

（ ）平成１９年度の財務活動によるキャッシュ・フローは536,685千円 44.6％

増の△666,787千円となっている。

主な増加要因としては、長期借入れによる収入が518,223千円（93.9％）増

の1,070,313千円となったことが挙げられる。

エ．国立大学法人等業務実施コスト計算書関係

（国立大学法人等業務実施コスト）

平成１９年度の国立大学法人等業務実施コストは961,712千円（7.1％）減

の12,663,203千円となっている。

主な減少要因としては、控除する自己収入等が、附属病院収益、受託研究

等収益の増に伴い、953,210千円（4.9％）増の20,333,219千円となったこと

が挙げられる。
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（単位：千円）(表) 主要財務データの経年表

区分 16年度 17年度 18年度 19年度

46,777,510 45,400,002 46,272,932 51,068,240資産合計

26,774,079 21,006,777 21,396,685 24,073,238負債合計

20,003,431 24,393,225 24,876,246 26,995,002純資産合計

29,354,614 30,329,008 31,299,719 31,530,268経常費用

30,763,082 31,354,845 32,306,274 32,801,019経常収益

1,641,572 1,054,584 1,047,719 1,273,257当期総利益

5,556,771 2,679,257 3,497,679 2,824,746業務活動によるキャッシュ・フロー

469,971 1,355,090 880,138 21,829投資活動によるキャッシュ・フロー △ △ △ △

991,176 1,743,883 1,203,473 666,787財務活動によるキャッシュ・フロー △ △ △ △

4,095,622 3,675,906 5,089,973 7,226,102資金期末残高

13,520,650 12,666,533 13,624,916 12,663,203国立大学法人等業務実施コスト

（内訳）

11,931,268 11,305,294 11,936,525 11,312,484業務費用

30,014,949 30,348,594 31,316,533 31,645,703うち損益計算書上の費用

18,083,681 19,043,300 19,380,008 20,333,219うち自己収入 △ △ △ △

1,224,968 1,181,981 1,084,386 1,088,802損益外減価償却等相当額

8,605引当外賞与増加見積額 － － －

28,226 304,932 182,157 90,041引当外退職給付増加見積額 △ △

336,187 484,190 421,846 343,352機会費用

－ － － －（控除）国庫納付額

○重要な影響を及ぼす事象（会計方針の変更等）
・ 年度17
運営費交付金債務の収益化の取扱いの変更により、従来と同一の方法を採用した場合
と比べ、運営費交付金収益は 千円減少し、経常収益及び当期総利益は同額が少39,746
なく計上されている。

② セグメントの経年比較・分析（内容・増減理由）

ア．業務損益

附属病院セグメントの業務損益は1,060,745千円と、前年度比386,864千円

（57.4％）増となっている。これは、入院患者の在院日数の短縮と手術件数の

増加に伴う入院診療単価の増等により附属病院収益が前年度比521,155千円

（4.0％）増となったことが主な要因である。

学部等セグメントの業務損益は210,005千円と、前年度比122,668千円（36.9

％）減となっている。これは、収支差が68,323千円(19.3％）減となったこと

が主な要因である。

業務損益の経年表 (単位：千円)(表)
区分 16年度 17年度 18年度 19年度

1,139,720 812,416 673,880 1,060,745附属病院

268,747 213,420 332,674 210,005学部等

－ － － －法人共通

1,408,468 1,025,836 1,006,555 1,270,750合 計

（注）重要な影響を及ぼす事象（会計方針の変更等）
・ 年度17

運営費交付金債務の収益化の取扱いの変更により、従来と同一の方法を採用した場
合と比べ 「附属病院」ｾｸﾞﾒﾝﾄにおける業務損益は 千円少なく計上され 「学部、 、22,999
等」ｾｸﾞﾒﾝﾄにおける業務損益は 千円少なく計上されている。16,747

・ 年度18
附属病院における発生経費を区分する基準が改訂されたことに伴い、従来と同一の

、「 」 、「 」方法を採用した場合と比べ 附属病院ｾｸﾞﾒﾝﾄ の損益が 千円減少し 学部等74,549
ｾｸﾞﾒﾝﾄにおける業務損益は同額が増加している。
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・ 年度19
附属病院における人件費を勤務実態により記載する方法に改訂されたことに伴い、
従来と同一の方法を採用した場合と比べ 「附属病院ｾｸﾞﾒﾝﾄ」の業務費用及び業務収、
益は 千円増加し 「学部等」ｾｸﾞﾒﾝﾄにおける業務費用及び業務収益は同額が減501,297 、
少している。

イ．帰属資産

附属病院セグメントの総資産は9,321,144千円と、前年度比917,269千円

（10.9％）増となっている。これは、附属病院の再開発に伴い、建設仮勘定が

前年度比476,604千円（2,433.8％）増となったことが主な要因である。

（以下、各セグメントについて、主な増減要因を説明）

帰属資産の経年表 (単位：千円)(表)
区分 16年度 17年度 18年度 19年度

9,201,995 8,495,583 8,403,874 9,321,144附属病院
37,575,515 36,904,418 31,696,046 33,407,731学部等

6,173,010 8,339,364法人共通 － －
46,777,510 45,400,002 46,272,932 51,068,240合 計

（注）18年度及び19年度の法人共通は、16年度及び17年度においては「学部等」ｾｸﾞﾒﾝﾄに
含まれている ）。

③ 目的積立金の申請状況及び使用内訳等

当期総利益1,273,257千円のうち、中期計画の剰余金の使途において定めた教

、 。育研究の質の向上に充てるため 558,852千円を目的積立金として申請している

平成１９年度においては、教育研究環境整備及び組織運営改善積立金の目的に

充てるため、302,448千円を使用した。

(2) 施設等に係る投資等の状況（重要なもの）

① 当事業年度中に完成した主要施設等

病態医科学研究棟改修（取得原価1,159,200千円）

工学部校舎等改修 （取得原価 743,603千円）

旧伝染病隔離病舎土地取得（取得原価38,670千円）

② 当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充

病棟・診療棟新営（当事業年度増加額413,967千円、総投資見込額8,820,000千

円）

病棟・診療棟新営機械設備（当事業年度増加額28,350千円、総投資見込額

3,832,500千円）

病棟・診療棟新営電気設備（当事業年度増加額0千円、総投資見込額1,711,500

千円）

練習船（当事業年度増加額677,782千円、総投資見込額2,236,500千円）

③ 当事業年度中に処分した主要施設等

（ 、 、ＭＲＩ－ＣＴ装置棟の除却 取得価格61,155千円 減価償却累計額9,858千円

除却額51,296千円

精神神経病棟の除却（取得価格36,411千円、減価償却累計額7,813千円、除却

額28,597千円

④ 当事業年度において担保に供した施設等

本学附属病院敷地（取得価格 千円、被担保債務 千円）3,963,321 1,070,313
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(3) 予算・決算の概況

以下の予算・決算は、国立大学法人等の運営状況について、国のベースにて表示

しているものである。

（単位：千円）

年度 年度区 分 16 17
予 算 決 算 予 算 決 算

31,976,857 30,715,587 32,116,852 35,874,313収入

12,388,398 12,388,398 11,831,002 12,077,567運営費交付金収入

1,017,601 270,226 2,041,742 4,704,777補助金等収入

4,305,704 3,726,383 4,399,372 4,373,688学生納付金収入

12,332,639 11,987,834 12,458,708 12,695,957附属病院収入

1,932,515 2,342,745 1,386,028 2,022,323その他収入

31,976,857 30,454,337 32,116,852 35,059,614支出

13,812,329 12,764,702 11,808,648 10,698,200教育研究経費

11,235,252 11,240,091 11,294,386 11,976,428診療経費

2,799,750 3,012,694 4,459,504 4,865,016一般管理費

4,129,526 3,436,848 4,554,314 7,519,968その他支出

0 261,249 0 814,699収入－支出

年度 年度区 分 18 19
予 算 決 算 予 算 決 算

32,184,144 33,909,210 34,918,212 36,885,976収入

12,083,646 12,416,767 11,809,310 11,809,310運営費交付金収入

870,057 982,041 3,213,966 3,289,939補助金等収入

4,363,618 4,349,611 4,357,381 4,373,551学生納付金収入

12,513,492 13,197,027 12,513,492 13,587,602附属病院収入

2,353,331 2,963,761 3,024,063 3,825,574その他収入

32,184,144 32,693,573 34,918,212 35,867,485支出

10,238,974 9,487,657 9,504,459 9,553,402教育研究経費

12,874,502 13,577,224 13,044,643 13,924,884診療経費

4,864,487 5,235,011 5,236,751 4,911,515一般管理費

4,206,181 4,393,679 7,132,359 7,477,683その他支出

0 1,215,637 0 1,018,490収入－支出

当事業年度の予算と決算の差異について（注）

附属病院収入については、在院日数の短縮と手術件数の増加による入院診療単価の増等に
より予算金額に比して決算金額が 千円多額となっている。1,074,110
診療経費については、附属病院の増収に係る薬品等の診療費用が増大したため、予算金額

に比して決算金額が 千円多額となっている。880,241
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「Ⅳ 事業の実施状況」

（１）財源構造の概略等

当法人の経常収益は32,801,019千円で、その内訳は、附属病院収益13,711,592千円

（42％（対経常収益比、以下同じ 、運営費交付金収益11,592,584千円（35％ 、学。）） ）

生納付金収益4,375,827千円（13％ 、受託研究等収益1,179,661千円（4％ 、その他） ）

1,941,353千円（6％）となっている。

また、病棟・診療棟整備事業、基幹・環境整備事業及び大学病院設備整備事業の財

源として （独）国立大学財務・経営センターの施設費貸付事業より長期借入れを行、

った（平成19年度新規借入れ額1,070,313千円、期末残高1,953,153千円（既往借入れ

分を含む 。））

（２）財務データ等と関連付けた事業説明

ア．学部等セグメント

学部等セグメントは、学部、研究科、専攻科、別科、附属図書館、保健管理セン

ター、共通教育センター、学内共同教育研究施設、学内共同利用施設及び事務局に

より構成されており、教育、研究、社会との連携、国際交流及び法人の管理運営を

目的としている。

平成19年度においては、中期目標･中期計画を実現するため､学長のリーダーシッ

プの下に全学的視点からの戦略的施策を推進するために必要な経費を確保すること

とした。

教育に関しては、教育目標の「４つの力」(考える力・感じる力・生きる力・コミ

ュニケション力)を効果的、包括的に育成するため、ｅ－ラーニングを駆使したPBL

教育の充実、実践外国語教育及び理系基礎教育の教育体制の整備､学生満足度調査等

アンケート実施､博士学位論文外部審査体制の整備など、高等教育創造開発センター

（ＨＥＤＣ）が中心となり事業を推進した。また、創意溢れる教育プロジェクトや教

育活動を選定し支援するために三重大学教育ＧＰを実施し､平成19年度においては８

件のプログラムを採択した。

研究に関しては、三重大学の研究を飛躍的に推進することを目的に、戦略的に研

究費を配分しており、平成19年度は、三重大学ＣＯＥプロジェクト事業（三重大学

が世界に誇れる研究拠点２件、学部として育てたい研究拠点２件、学部として育て

たい若手研究２件）及び若手研究プロジェクト11件を採択した。

社会との連携に関しては、三重県が中心となって進めるメディカルバレー構想・

クリスタルバレー構想等に積極的に関わり、研究成果の地域還元を目標に、共同研

究等を推進している。四日市フロントを核とした本学と民間企業等との研究推進事

業、三重県の地方公共団体や地域企業との共同研究・受託研究の件数は毎年150件

以上の成果を上げている。四日市フロントに続いて、伊賀市と協定を締結し、共同

で三重大学伊賀研究拠点を20年度中に開設すべく準備を進めた。また、三重県と

の連携による「みえアカデミックセミナー2007」や県内各地を会場とする文化フォ

ーラムなどの公開講座を数多く開設した。また、社会人の学び直し支援プログラム

、 （ ）による工学研究科におけるＭＯＴコースの開設 運営費交付金 特別教育研究経費

による「地域再生支援事業」プロジェクトの推進など、多くの社会連携活動が実

施された。

国際交流に関しては、タイのチェンマイ大学、中国の江蘇大学との３大学ジョイ

ントセミナーを継続して開催し､毎年15名程度の学生を参加させて論文発表してい

る｡平成18年度に開始された天津師範大学とのダブルディグリープログラムととも

に、アジア地域を重視した本学の国際交流戦略の柱となっている。留学生に対する

奨学制度を新たに設けてその学生生活を支援すると共に、本学学生の海外留学支援

の制度も開始した。

このほか、業務運営の改善を図るため、学長のリーダーシップの下、全学でＰＤ

ＣＡサイクルを回すため、教育職員・一般職員・幹部職員の別に、それぞれに目標
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チャレンジ活動を展開した。教員個人評価による教育・研究の活性化、一般職員・

幹部職員による業務改善活動の発展が見られ、平成19年度までに目標チャレンジ活

動が全学的に定着し、成果を生み出しつつある。さらに、平成19年度には、業務改

善活動のより一層の推進・普及・定着化を図るため、業務改善活動推進グループを

設置し、業務改善推進マニュアルを作成するなど、業務改善活動のさらなる活発化

を図った。これらの業務改善活動は、経費節減にも大きな成果をもたらした。学長

のリーダーシップ体制強化のため、平成19年度には学長補佐を更に増員して大学運

営の戦略的推進を図るとともに、産学官連携など、主として地域との連携強化を担

当する特命学長補佐を名誉教授から任命し、本学の重要な任務である地域貢献を推

進する体制を整備した。

環境の国際基準化を目指して、平成18年度には環境マネジメントマニュアルを作

成し、それに基づくマネジメントシステムの運営を開始し、平成19年度にISO14001

の認証取得を果たした。

学部等セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益8,998,636千円

（56％（当該セグメントにおける業務収益比、以下同じ 、学生納付金収益））

4,375,827千円（27％ 、受託研究等収益997,288千円（6％ 、その他1,738,042千） ）

円（11％）となっている。

、 、 、 、また 事業に要した経費は 主に教育経費890,920千円 研究経費1,831,963千円

教育研究支援経費371,920千円、受託研究費970,805千円、受託事業費42,226千円、

役員及び教職員人件費10,679,827千円、一般管理費1,108,124千円、その他

3,999千円となっている。

イ．附属病院セグメント

附属病院は、患者の診療を通じ医学の教育と研究を行うことを目的としている。

診療に関しては、平成19年11月に、乳腺疾患、特に乳がんに関する高度で集学的な

診療、教育及び研究を推進し、高度で専門的な医療技術を提供するため、乳腺セン

ターの設置を決定した。また、安全管理体制の整備として、安全管理部に専任のゼ

ネラルリスクマネージャー（薬剤師）１名を増員し、本院の医療に係る安全管理体

制の機能強化を図った。さらに、院内感染、術後感染など患者の感染は医療資源の

大いなる浪費となる。そのため感染の制御は医療の安全性の担保はもとより経営の

効率化にも直接的に結びつくものである。平成１９年４月より感染制御部を立ち上

げ専任の医師、看護師を配置し院内の感染を監視する体制を強化した。また、患者

サービスの改善を図るため 「患者満足度調査」を毎年実施し、患者サービスの改、

善に取り組んでいる。

教育に関しては、質の高い医療人育成のため、臨床研修において研修医のニーズ

に合わせた臨床研修プログラムの見直しを行った。また、平成１９年度より４年計

画で特別教育研究経費を獲得し、非侵襲的ＭＲＩ診断法の開発とそれについての教

育を全国的に広めている。多くの技術研修医を受け入れている。治験中核病院とし

て臨床研究開発センターを中心としてコーディネーターの養成も行った。

高度先進医療の研究・開発状況等について、平成18年度に引き続き「血管内治療

（大血管）に使用するための細胞治療モデルの確立 「難治性皮膚疾患に対する培」、

養表皮シートを用いた植皮術 「形状記憶合金製メネンプレートの作成 「尿路性」、 」、

器癌を対象にしたゼノグラフとモデルの作成」など、最新の治療や医療技術の開発

を推進した。冠動脈粥状硬化病変に対する先端的な非侵襲ＭＲＩ診断法の開発につ

いては米国および北欧の大学と共同研究を展開している。軟骨や椎間板の再生につ

いては米国のラッシュ医科大学との共同開発も進んでいる。生体肝移植では東南ア

ジアおよびアフリカ諸国に技術指導を行い、高い評価を受けている。地域医療への

。 。貢献も積極的に展開した 三重治験ネットワークを通して臨床治験を推進してきた

遠隔地病院との人事交流、画像転送ネットワークでの情報交換も実施している。

附属病院における事業の実施財源は、運営費交付金収益2,593,948千円（16％ 、）

附属病院収益13,711,592千円（82％ 、その他385,684千円（2％）となっている。）
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また、事業に要した経費は、主に教育経費5,636千円、研究経費41,858千円、診

療経費8,462,380千円、受託研究費182,559千円、受託事業費10,907千円、教職員人

件費6,520,957千円、一般管理費128,924千円、その他277,255千円となっている。

（３）課題と対処方針等

当法人では、運営費交付金の縮減に対応するため、経費の節減に努めるとともに、

寄付金などの外部資金の獲得に努めた。経費の節減については、目標チャレンジ活動

の一環として取り組み、一般職員の業務改善活動において､事務情報のデジタル化に

よるペーパーレス化等を推進し、事務処理の効率化と経費節減が図られ、平成19年度

は7.1%の経費節減となった。平成21年度までに水道光熱費､消耗品費等の経費を10％

削減するという目標を達成するため､引き続き目標チャレンジ活動において経費節減

に積極的に取り組むこととしている。また、総人件費削減計画に則った､平成19年度

人員人件費管理計画に基づき､基準教員数の削減､事務職員の削減等を行い､平成17年

度人件費予算相当額から４％削減した額以下に抑制した。経費節減と平行して自己収

入の増大策も講じられており、学校財産貸付料や農場収入の拡大などの取組により、

16年度実績より６％以上の増収を目標とした19年度目標は達成された。

また、外部資金の獲得状況については、科学研究費補助金が16年度の水準を維持し

ており、共同研究・奨学寄付金については大幅に伸びている。

また、附属病院については、病院経営戦略会議を開催し、病院経営上の喫緊の課題

となっている看護師不足、研修医不足の解消策等について検討を行い、同会議で提言

された事項を病院経営に反映させることとした。また、企画運営会議に経営コンサル

タントを同席させ、病院経営に関する助言を受けた。収支改善を図るための取組とし

て、病院長と各診療科との経営懇談会を開催し、各診療科等に対して稼働率の向上、

平均在院日数の短縮等による増収、材料費等の経費節減を求めた。また、新規材料購

、 。 、入時の申請ルールを見直し 無秩序な診療材料の使用を是正した その効果もあって

平成19年度収入目標をクリアし収支決算も黒字を達成することができた。

今後も特に病院長を中心とした経営担当副院長、経営管理課や医療サービス課のメ

ンバーに経営顧問団を加えた経営の戦略と実践を一層充実し収益性を上げて行く。

また、施設・設備の整備については、施設整備事業として、上浜地区の耐震改修

（医学部臨床講義室耐震改修工事、病態医科学研究棟改修工事、工学部校舎等改修

（ 、 、 ））、 、 、電子情報棟 講義棟 分子素材棟 本部管理棟外壁改修工事 翠陵会館改修工事

附属施設農場牛舎災害復旧工事等を実施した。附属病院の再整備事業として、病棟・

診療棟新営工事を平成19年12月に着工した。練習船「勢水丸」の代船建造について、

平成19年9月に契約を締結し、平成20年3月に起工式を行った（竣工予定：平成21年1

月 。）

研究設備の整備に関しては、設備マスタープランに基づき、共同利用機器（分子蛍

光分析システム、多目的Ｘ線解析装置、動物実験用Ｘ線照射装置等)を整備した。

附属病院の医療機器整備として、長期借入金によりデジタルＸ線画像システム及び

手術支援システムの整備を図った。
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「Ⅴ その他事業に関する事項」

１．予算、収支計画及び資金計画

( )．予算1
決算報告書参照（ ）http://www.mie-u.ac.jp/links/public/

(2)．収支計画

年度計画及び財務諸表（損益計算書）参照（ ）http://www.mie-u.ac.jp/links/public/
(3)．資金計画

年度計画及び財務諸表（ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書）参照（ ）http://www.mie-u.ac.jp/links/public/

２．短期借入れの概要

該当なし

３．運営費交付金債務及び当期振替額の明細

（１）運営費交付金債務の増減額の明細
（単位：千円）

１７年度 39,746 0 0 0 0 0 39,746

１８年度 347,172 0 293,075 0 0 293,075 54,096

１９年度 0 11,808,660 11,299,508 35,018 0 11,334,527 474,132

交付年度 期首残高 交付金当期交付金
当期振替額              

期末残高
運営費交付金収益 資産見返運営費交付金 資本剰余金 小計



（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細
　①平成１８年度交付分

（単位：千円）

金　額 内　　　　　訳

費用進行基準に ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当
よる振替額 293,075 ②当該業務に係る損益等

　ｱ)損益計算書に計上した費用の額：293,075千円
    (人件費：292,425千円、その他の経費：650千円)

0 　ｲ)自己収入に係る収益計上額：0千円
　ｳ)固定資産の取得額：0千円
③運営費交付金の振替額の積算根拠

0 　業務進行に伴い支出した運営費交付金債務 293,075千円を収益化。

計 293,075

0 該当なし

合   計 293,075

②平成１９年度交付分
（単位：千円）

金　額 内　　　　　訳

業務達成基準に ①業務達成基準を採用した事業等：教育改革、研究推進、連携融合事業、
よる振替額 153,681 　卒後臨床研修必修化経費、その他

②当該業務に関する損益等
　ｱ)損益計算書に計上した費用の額：153,681千円

35,018 　(人件費：81,251千円、その他の経費：72,429千円)
　ｲ)自己収入に係る収益計上額：0
　ｳ)固定資産の取得額：工具器具備品35,001千円、 図書 17千円

0 ③運営費交付金収益化額の積算根拠
　教育改革、研究推進、連携融合事業については、平成19年度に実施する
　事業は、十分な成果を上げたと認められることから、運営費交付金債務
　を全額収益化。医師不足分野等教育指導推進経費については、教育担当教員
　や実習指導者等の雇用開始時期が遅れたことによる未達分を除いた額 
　46,983千円を収益化。再チャレンジ支援経費については、最低減免単価

計 188,700 　に達しない端数分を除いた額 16,798千円を収益化。
　卒後臨床研修必修化経費については、予定した研修医数に満たなかったため、
　当該未達分を除いた額 9,704千円を収益化。
　その他の成果進行基準を採用している事業等については、それぞれの事業等の成果の
　達成度合い等を勘案し、5,314千円を収益化。

期間進行基準に ①期間進行基準を採用した事業等：業務達成基準及び費用進行基準を採用した
よる振替額 10,034,880 　業務以外の全ての業務

②当該業務に関する損益等
　ｱ)損益計算書に計上した費用の額：10,034,880千円

0 　(人件費：10,034,880千円)
　ｲ)自己収入に係る収益計上額：0千円
③運営費交付金の振替額の積算根拠

0 　学生収容定員が一定数（90％）を満たしていないため、未達分以外の
　期間進行業務に係る運営費交付金債務 10,034,880千円を収益化。

計 10,034,880

費用進行基準に ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当、土地建物借料、移転費、その他
よる振替額 1,110,947 ②当該業務に係る損益等

　ｱ)損益計算書に計上した費用の額：1,110,947千円
　(人件費：940,360千円、その他の経費：170,587千円)

0 　ｲ)自己収入に係る収益計上額：0千円
　ｳ)固定資産の取得額：0千円
③運営費交付金の振替額の積算根拠

0 　業務進行に伴い支出した運営費交付金債務1,110,947千円を収益化。

計 1,110,947

0 該当なし

合    計 11,334,527

資産見返運
営費交付金

資本剰余金

国立大学法人会計
基準第77第３項に
よる振替額

運営費交付
金収益

資産見返運
営費交付金

資本剰余金

運営費交付
金収益

資本剰余金

国立大学法人会計
基準第77第３項に
よる振替額

区　　分

運営費交付
金収益

資産見返運
営費交付金

区　　分

運営費交付
金収益

資産見返運
営費交付金

資本剰余金
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（３）運営費交付金債務残高の明細

（単位：千円）

交付年度 残高の発生理由及び収益化等の計画

１７年度 業務達成基準 卒後臨床研修必修化に伴う研修経費
を採用した業 ・卒後臨床研修必修経費について、医科研修医１、２年次区分における
務に係る分 22,999 　採用者数が予定数に達しなかったため、その未達分を債務として繰越したもの。

 ・当該債務は、翌事業年度以降に使用する予定。

期間進行基準
を採用した業 0 該当なし
務に係る分

費用進行基準 ・休職者給与の執行残であり、翌事業年度において使用の方途がないため、
を採用した業 　中期目標期間終了時に国庫返納する予定である。
務に係る分 16,747 一般施設借料

・土地建物借料の執行残であり、翌事業年度において使用の方途がないため、
　中期目標期間終了時に国庫返納する予定である。

計 39,746

１８年度 業務達成基準 卒後臨床研修必修化に伴う研修経費
を採用した業  ・卒後臨床研修必修経費について、医科研修医１、２年次区分における採用者数が
務に係る分 　予定数に達しなかったため、その未達分を債務として繰越したもの。

 ・当該債務は、翌事業年度以降に使用する予定。
32,579 国費留学生経費

 ・国費留学生経費については、研究留学生区分において在籍者が予定数に
　達しなかったため、その未達分を債務として繰越したもの。
 ・当該債務は、翌事業年度において使用の方途がないため、中期目標期間終了時に
　国庫返納する予定である。

期間進行基準
を採用した業 0 該当なし
務に係る分

費用進行基準 休職者給与
を採用した業  ・休職者給与の執行残であり、翌事業年度において使用の方途がないため、
務に係る分 　中期目標期間終了時に国庫返納する予定である。

21,517 一般施設借料
 ・土地建物借料の執行残であり、翌事業年度において使用の方途がないため、
　中期目標期間終了時に国庫返納する予定である。

計 54,096

１９年度 業務達成基準 医師不足分野等教育指導推進経費
を採用した業 　・医師不足分野等教育指導推進経費について、教育担当教員や実習指導者等の雇用
務に係る分 　開始時期が遅れたことによる未達分を債務として繰越したもの。

 ・当該債務は、翌事業年度以降に使用する予定。
再チャレンジ支援経費
　・再チャレンジ支援経費について、最低減免単価に達しない端数分を債務として繰越
　したもの。
 ・当該債務は、翌事業年度以降に使用する予定。

27,811 卒後臨床研修必修化に伴う研修経費
 ・卒後臨床研修必修経費について、医科研修医１、２年次区分にお ける採用者数が
　予定数に達しなかったため、その未達分を債務として繰越したもの。
 ・当該債務は、翌事業年度以降に使用する予定。
国費留学生経費
 ・国費留学生経費については、研究留学生区分において在籍者が予定数に
　達しなかったため、その未達分を債務として繰越したもの。
 ・当該債務は、翌事業年度において使用の方途がないため、中期目標期間終了時に
　国庫返納する予定である。

期間進行基準 博士課程の学生収容定員が一定数（90％）に達しなかったため、
を採用した業 その未達分を債務として繰越したもの。
務に係る分 4,972  ・当該債務は、翌事業年度において使用の方途がないため、中期目標期間終了時に

　国庫返納する予定である。

費用進行基準 退職手当
を採用した業  ・退職手当の執行残であり、翌事業年度以降に使用する予定。
務に係る分 441,348 一般施設借料

 ・土地建物借料の執行残であり、翌事業年度において使用の方途がないため、
　中期目標期間終了時に国庫返納する予定である。

計 474,132

運営費交付金債務残高
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（別紙）

■財務諸表の科目

１．貸借対照表

有形固定資産：土地、建物、構築物等、国立大学法人等が長期にわたって使用す

る有形の固定資産。

減損損失累計額：減損処理（固定資産の使用実績が、取得時に想定した使用計画

に比して著しく低下し、回復の見込みがないと認められる場合等に、当該固定資産

の価額を回収可能サービス価額まで減少させる会計処理）により資産の価額を減少

させた累計額。

減価償却累計額等：減価償却累計額及び減損損失累計額。

その他の有形固定資産：図書、工具器具備品、車両運搬具等が該当。

その他の固定資産：無形固定資産（特許権等 、投資その他の資産（投資有価証）

券等）が該当。

現金及び預金：現金(通貨及び小切手等の通貨代用証券)と預金（普通預金、当座預金

及び一年以内に満期又は償還日が訪れる定期預金等）の合計額。

その他の流動資産：未収附属病院収入、未収学生納付金収入、医薬品及び診療材料、

たな卸資産等が該当。

資産見返負債：運営費交付金等により償却資産を取得した場合、当該償却資産の貸借

対照表計上額と同額を運営費交付金債務等から資産見返負債に振り替える。計上された

資産見返負債については、当該償却資産の減価償却を行う都度、それと同額を資産見返

負債から資産見返戻入（収益科目）に振り替える。

センター債務負担金：旧国立学校特別会計から独立行政法人国立大学財務・経営

センターが承継した財政融資資金借入金で、国立大学法人等が債務を負担すること

とされた相当額。

長期借入金等：事業資金の調達のため国立大学法人等が借り入れた長期借入金、

PFI債務、長期リース債務等が該当。

引当金：将来の特定の費用又は損失を当期の費用又は損失として見越し計上する

もの。退職給付引当金等が該当。

運営費交付金債務：国から交付された運営費交付金の未使用相当額。

政府出資金：国からの出資相当額。

資本剰余金：国から交付された施設費等により取得した資産(建物等)等の相当

額。

利益剰余金：国立大学法人等の業務に関連して発生した剰余金の累計額。

繰越欠損金：国立大学法人等の業務に関連して発生した欠損金の累計額。

２．損益計算書

業務費：国立大学法人等の業務に要した経費。

教育経費：国立大学法人等の業務として学生等に対し行われる教育に要した経

費。

研究経費：国立大学法人等の業務として行われる研究に要した経費。

診療経費：国立大学附属病院における診療報酬の獲得が予定される行為に要した

経費。

教育研究支援経費：附属図書館、大型計算機センター等の特定の学部等に所属せず、

法人全体の教育及び研究の双方を支援するために設置されている施設又は組織であって

学生及び教員の双方が利用するものの運営に要する経費

人件費：国立大学法人等の役員及び教職員の給与、賞与、法定福利費等の経費。

一般管理費：国立大学法人等の管理その他の業務を行うために要した経費。
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財務費用：支払利息等。

運営費交付金収益：運営費交付金のうち、当期の収益として認識した相当額。

学生納付金収益：授業料収益、入学料収益、入学検定料収益の合計額。

その他の収益：受託研究等収益、寄附金等収益、補助金等収益等。

臨時損益：固定資産の売却（除却）損益、災害損失等。

目的積立金取崩額：目的積立金とは、前事業年度以前における剰余金（当期総利

） 、 、益 のうち 特に教育研究の質の向上に充てることを承認された額のことであるが

それから取り崩しを行った額。

３．キャッシュ・フロー計算書

業務活動によるキャッシュ・フロー：原材料、商品又はサービスの購入による支

出、人件費支出及び運営費交付金収入等の、国立大学法人等の通常の業務の実施に

係る資金の収支状況を表す。

投資活動によるキャッシュ・フロー：固定資産や有価証券の取得・売却等による

収入・支出等の将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に係る資金

の収支状況を表す。

財務活動によるキャッシュ・フロー：増減資による資金の収入・支出、債券の発

行・償還及び借入れ・返済による収入・支出等、資金の調達及び返済等に係る資金

の収支状況を表す。

資金に係る換算差額：外貨建て取引を円換算した場合の差額相当額。

４．国立大学法人等業務実施コスト計算書

国立大学法人等業務実施コスト：国立大学法人等の業務運営に関し、現在又は将来の

税財源により負担すべきコスト。

損益計算書上の費用：国立大学法人等の業務実施コストのうち、損益計算書上の

費用から学生納付金等の自己収入を控除した相当額。

損益外減価償却相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲

得が予定されない資産の減価償却費相当額。

引当外賞与増加見積額：支払財源が運営費交付金であることが明らかと認められ

る場合の賞与引当金相当額の増加見積相当額。前事業年度との差額として計上（当

事業年度における引当外賞与引当金見積額の総額は、貸借対照表に注記 。）

引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明ら

かと認められる場合の退職給付引当金増加見積額。前事業年度との差額として計上

（当事業年度における引当外退職給付引当金見積額の総額は貸借対照表に注記 。）

機会費用：国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料により賃貸し

た場合の本来負担すべき金額等。




